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特　　記　　仕　　様　　書　

　本工事の施工にあたって受注者は、契約書に基づき、設計図書に従って施工するものとする。また、設計図書
のうち仕様書については、本「特記仕様書」及び別紙記載の「標準仕様書」を適用するものとする。

　本工事は、当該設備を更新することにより、施設の安定運用を図ることを目的とする。



■ 1 建設工事請負基準約款関係

■ 2 標準仕様書

■ 3 施工条件総括表

■ 4 建設リサイクル法の実施に関する特記仕様書

■ 5 建設副産物に関する特記仕様書

□ 6 再生クラッシャーラン・アスファルト再生クラッシャーランに関する特記仕様書

□ 7 材料指定、排出ガス対策型建設機械、アスベスト含有建設資材関係に関する特記仕様書

■ 8 工事実績情報システム（コリンズ）の登録に関する特記仕様書

■ 9 安全・訓練等の実施に関する特記仕様書

■ 10 建設業退職金共済制度に関する特記仕様書

■ 11 有価物（金属くず）に関する特記仕様書

□ 12 魚沼市週休２日取得モデル工事（令和４年４月試行）【土木工事】特記仕様書

□ 13 魚沼市「熱中症対策に資する現場管理費補正」試行特記仕様書

□ 14 参考資料

□ 15 概算数量発注に関する特記仕様書

■ 16 その他  工事独自の特記仕様書

■ 別添：通報装置更新工事特記仕様書、電気設備仕様書、魚沼市排水処理施設遠方監視システム仕様書

□ 17 特例監理技術者及び監理技術者補佐に関する特記仕様書

□ 18 建設現場に設置する「快適トイレ」の特記仕様書

特 記 仕 様 書 一 覧

本工事に使用する特記仕様書は以下のとおりとする。（該当する場合は■とする）



（該当する場合は■とする）
■ 建設工事 建設工事請負基準約款（以下「約款」という。）第1条第3項による。

・ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成させるために必要な一切の手段については、約款及び設計図書に別段の定めがある場合を除き、
受注者がその責任において定める。
・施工条件総括表、図面、仕様書、設計図書内容質問及び回答書で特別に定める場合を除く。

■ 社会保険等加
入義務

約款第8条の2による。
受注者は「社会保険等未加入建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）」を下請負人としてはならない。

□ 特許権等の使
用

本工事における約款第９条の特許権、その他の第三者の権利の対象となっている施工方法の指示は、以下のとおりである。
・特許権の内容：　　　　　　　　　　　　　　　・特許権の所有

□ 履行報告 本工事において約款第12条により、履行状況報告を契約工期のほぼ中間で行うものとする。また、監督員が指示した場合は指示した時期に報
告する。

■ 工事材料の検
査

本工事において約款第14条第2項の規定による検査。

■ 監督員の立会 本工事において約款第15条による立会が必要とされるものは、以下のとおりである。
・2.標準仕様書による。

□ 支給材料及び
貸与品

本工事において約款第16条に定めるものは、以下のとおりである。
・支給材料：　　　　　数量：　　　　　　　　　・貸与品：　　　　　数量 ：　　　　　貸与期間：

■ 条件変更等 　本工事の約款第19条に従い、同条(1)～(5)の内容について照査・精査を行い、監督員に報告すること。その結果に伴い設計変更が生じる場
合は、理由・経緯等を整理し監督員と協議すること。

□ 部分使用 　本工事の約款第34条の引渡前において部分使用を求める部分は、以下のとおり
・部分引渡使用の協議箇所：
・使用協議内容：　　　　　　　　　　　　　　　・使用予定時期：

□ 部分引渡 本工事において、約款第39条の工事の完成に先立って引き渡しを受けるべきことを指定する部分は以下のとおりである。
・部分引渡を求める部分：別紙図面に示した部分
・部分引渡予定時期：　　　　　　　　　　　までとする。
・部分引渡の金額：協議の上決定する。
・部分引渡の検査：魚沼市建設工事検査要綱にによる。

■ 火災保険等
（工事保険）

本工事は、約款第55条の定めによる「火災保険等（工事保険）」に付すべき工事である。
（付保条件）
対象金額 ：火災保険等の対象金額が請負金額以上。
加入期間 ：契約の日から竣工予定日より１４日以上。

■ 火災保険等
（法定外の労
災保険）

本工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第35号）による「法定外の労災保険」に付すべき
工事である。
（付保条件）
加入期間 ：契約の日から竣工予定日。
※保険金額の多寡や特約の有無等の契約内容は問いません。

1.建設工事請負基準約款関係



（該当する場合は■とする）
■ 土木工事

＜適用範囲＞
本工事の施工にあたって受注者は、契約書・設計図書に基づき施工するものとする。
設計図書のうち仕様書については、本「特記仕様書」及び「新潟県土木工事標準仕様書」を適用するものとする。

□ 新営建築工事
＜適用範囲＞
本工事の施工にあたって受注者は、契約書・設計図書に基づき施工するものとする。
設計図書のうち仕様書については、本「特記仕様書」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」、「公共建築木造工事標準仕様書」
を適用するものとする。

□ 改修建築工事
＜適用範囲＞
本工事の施工にあたって受注者は、契約書・設計図書に基づき施工するものとする。
設計図書のうち仕様書については、本「特記仕様書」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」、「公共建築改修工事標準仕様書
（建築工事編）」、「公共建築木造工事標準仕様書」を適用するものとする。

□ 新営電気設備工事
＜適用範囲＞
本工事の施工にあたって受注者は、契約書・設計図書に基づき施工するものとする。
設計図書のうち仕様書については、本「特記仕様書」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」を適用するものとする。

□ 改修電気設備工事
＜適用範囲＞
本工事の施工にあたって受注者は、契約書・設計図書に基づき施工するものとする。
設計図書のうち仕様書については、本「特記仕様書」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」、「公共建築改修工事標準仕様
書（電気設備工事編）」を適用するものとする。

□ 新営機械設備工事
＜適用範囲＞
本工事の施工にあたって受注者は、契約書・設計図書に基づき施工するものとする。
設計図書のうち仕様書については、本設計図「特記仕様書」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」を適用するものとする。

□ 改修機械設備工事
＜適用範囲＞
本工事の施工にあたって受注者は、契約書・設計図書に基づき施工するものとする。
設計図書のうち仕様書については、本「特記仕様書」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」、「公共建築改修工事標準仕様
書（機械設備工事編）」を適用するものとする。

■ 下水道電気設備工事
＜適用範囲＞
本工事の施工にあたって受注者は、契約書・設計図書に基づき施工するものとする。
設計図書のうち仕様書については、本「特記仕様書」及び日本下水道事業団編著「電気設備工事一般仕様書」を適用するものとする。

2.標準仕様書



3.施工条件総括表
下記項目、事項のうち○印欄は、工事施工にあたって制約等を受けることになるので明示する。
なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されてない制約等が発生したときは、発注者と協議し、適切な措置を講ずるものとする。

Ⅰ 関連する別途工事あり
・ ：
・ ：
施工時期、時間、方法の制限あり
・ ：
・ ：
・ ：
関係機関協議による工程条件あり
・ ：
・ ：
その他

Ⅱ 工事用地等の未処理部分あり
・ ：
・ ：
仮設ヤードの指定あり
・ ：
・ ：
その他

Ⅲ 公害防止の制限あり （ □ 騒音・振動、 □ 排出ガス、 □ 粉じん、 □ 水質等 ）
・ ：
・ ：
家屋等の調査の必要性あり
・ ：
・ ：
その他

Ⅳ 交通安全施設等の指定あり
・ ：

（勤務実績提出の必要あり）
・ ：
近接作業制限あり （ □ 鉄道、 □ ガス、 □ 水道、 □ 電気、 □ 電話等、 ）
・ ：
・ ：
・ ：

明 示 項 目 施 工 条 件
工 程 関 係 １．

工 事 名
予 定 期 間

２．
時 期
時 間
方 法

３．
協 議 内 容
完了 予定 時 期

４．

用 地 関 係 １．
処理 見込 時 期
区 間

２．
場 所
期 間

３．

公 害 対 策 関 係 １．
施 工 方 法
作 業 時 間

２．
方 法
範 囲

３．

安 全 対 策 関 係 １．
交 通 誘 導 警 備 員

そ の 他 施 設 等
２．

内 容
工 法 制 限
作業 時間 制 限



明 示 項 目 施 工 条 件
Ⅳ 発破作業あり

・ ：
・ ：
・ ：
防護施設（落石、雪崩、土砂崩落等）
・ ：

その他

Ⅴ 一般道路を搬入路としての制限あり
・ ：
・ ：
・ ：
一般道路の占用
・ ：
・ ：
・ ：
仮設道路措置
・ ：
・ ：
・ ：
・ ：
その他

Ⅵ 仮設備の指定あり

仮設備の条件指定あり

仮設備の転用、兼用あり
・ ：
・ ：
イメージアップあり
・ ：
その他

安 全 対 策 関 係 ３．
保安設備及び保安要員
防 護 工
作業 時間 制 限

４．
内 容

⑤．
・建設工事公衆災害防止対策要綱(国土交通省 告示第496号 令和元年9月2日)を遵守して災害の防止に努めること。

・交通規制については、警察等関係機関との協議を行うこと。

・関係機関への周知・協議を行うこと。（消防署、ゴミ収集関係、通学路関係、公共交通関係 等）

工 事 用 道 路 関 係 １．
搬 入 経 路
期 間
使 用 後 の 措 置

２．
期 間
規 制 条 件
時 間 制 限

３．
工 法 指 定 の 有 無
用 地 関 係
安 全 施 設
工 事 完 了 後 の 「 存 置 」 ま た は 「 撤 去 」

４．

仮 設 備 関 係 １．

２．

３．
工 種
内 容

４．
内 容

５．

・交通誘導警備員については、警察等関係機関及び地域との協議により交通処理方法等の変更が生じた場合や現地の状況により、これによりがたい
場合は監督員と協議すること。

・自家警備を使用する際は事前に監督員と協議し、新潟県からの通知文（令和2年12月16日　技第７４２号の３）に従うこと。なお、使用する際は安全
教育等を徹底し事故防止に努めること。

・本工事は、掘削等により一般の通行及び近隣住民に危険が予想されるため、立入防止施設等で作業場を明確に区分し、子供等第三者が容易に侵入
できないよう措置を講ずるとともに、照明灯、保安灯等でその危険箇所及び作業場等が容易に明確に確認できるよう措置を講ずること。特に、夜間
休日等作業現場から作業員等が離れ無人となる場合は、十分な措置を講ずること。



明 示 項 目 施 工 条 件
Ⅶ 別紙「建設副産物関係に関する特記仕様書」のとおり

Ⅷ 占用支障物件あり （ □ 電気、 □ 電話、 □ 水道、 □ 下水道、 □ ガス ）
・ ：
・ ：
・ ：
占用物件重複施工あり
・ ：

その他

Ⅸ 濁水、湧水処理の特別な対策あり
・ ：

Ⅹ 薬液注入工法あり
・

Ⅺ 現場発生材あり
・ ：
・ ：
支給品および貸与品あり
・ ：
・ ：
品質証明の対象工事である。
・ 標準仕様書第１編(章)１－１－１－２４による。

その他

残土・産業廃棄物関係

工 事 支 障 物 件 等 １．
内 容
移設、撤去、防護方法等
時 期

２．
内 容

③．
・架空線等上空施設の現地調査(場所、種類、高さ等)を着手前に行い、支障物件の有無に関わらず、監督員へ報告すること。

※土木工事では、架空線の防護カバーは諸経費に含まれるため設計変更の対象となりません。

・パイプライン、ガス導管、配水管、電話、電気等の地下埋設の有無については、必ず関係機関に確認すること。

・移設を予定していない占用物件が支障となった場合は、監督員と協議すること。

排 水 工 １．
（ 濁 水 処 理 含 む ） 内 容

薬 液 注 入 関 係 １．
別紙条件明示による。

そ の 他 １．
品 名
納 入 場 所

２．
品 名
引 渡 し 場 所

３．

④．
・着手届には、着手前写真、主任（監理）技術者の資格者証、工程表、下請負人指導責任者配置届（下請を使用する場合）を添付すること。

・工事着手前に工事の概要、工程等を関係者に周知を図ること。

・工事中、沿線住民から苦情または意見等があった場合は丁寧に対応し、ただちに監督員に報告すること。
・設計変更が生じる場合は、理由・経緯等を整理し監督員と協議すること。

・完成書類は電子データをCD又はDVDに納め提出すること。（詳細は契約後に監督員と協議すること。）



（該当する場合は■とする）

工事の種類 規模の基準

□ 建築物解体 床面積80㎡  

□ 建築物の新築・増築 床面積500㎡

□ 建築物の修繕・模様替え（リフォーム等） 請負金額1億円以上

■ その他の工作物に関する工事（土木工事等） 請負金額500万円以上

4．建設リサイクル法の実施に関する特記仕様書

　特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、一定規模以上の工事（対象工事  ※1）については、特定建
設資材廃棄物（※2）の基準に従って工事現場で分別（分別解体）し、再資源化等することが「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成
12年５月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）により義務付けられました。

※1  下表の規模以上の工事について、分別解体等及び再資源化等が義務付けられました。

※2  分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材は、以下のとおりとする。
　　1.コンクリート    2.コンクリート及び鉄からなる建設資材    3.木材　　4.アスファルト・コンクリート

　ついては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用や再資源化のために特定建設資材廃棄物を持ち込む予定の
施設の名称を記した書面（契約書 別紙）を、契約書に添付して提出してください。

　建設リサイクル法の対象建設工事において、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、法第１８条に基づき再資源化等完了報告書を提
出すること。



１．再生資材の利用

下記資材の使用に際し、再生資材を利用すること。

２．建設発生土の利用

盛土等に使用する発生土は、下記の工事からの建設発生土を利用すること。

5.建設副産物関係に関する特記仕様書

再　生　資　材　名 規　　　　格 使　　用　　箇　　所 備　　　　考

発 注 機 関 工　　事　　名 発　　生　　場　　所 施工会社名・連絡先 備　　　　考

                                          

                                                                                                          

                                                                                                          

                                                                                                          

                                                                                                          



３．建設発生土の搬出

工事の施工により発生する建設発生土処理は、下記により積算している。

　建設発生土改良土プラントへ土砂を運搬処理する場合、上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。

なお、発注者が想定している施設と受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。

　ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものではない事項についてはこの限りではない。

注）受入先が建設発生土改良プラントの場合、搬出先欄には「プラント」と記載し、搬出先地名、連絡先の欄は記入しない。

４．建設廃棄物の搬出

工事の施工により発生する廃棄物は、下記により積算している。

　上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、発注者が想定している施設と受注者の提示する施設が

異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項について

はこの限りではない。

搬 出 先                                                     

搬 出 先 地 名                                                     

連 絡 先                                                     

設 計 運 搬 距 離                                                     

受 入 時 間                                                     

設 計 受 入 費 用                                                     

仮 置 場 所 の 有 無                                                     

備 考                                                     

搬 出 す る 廃 棄 物 名 既設通報装置(鉄くず・雑品)

設 計 運 搬 距 離 20.2km

受 入 時 間

設 計 受 入 費 用

備 考 有価物                           



５．舗装版切断時の濁水搬出

工事の施工により発生する舗装版切断濁水は、下記により積算している。

　上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、発注者が想定している施設と受注者の提示する施設が

異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項について

はこの限りではない。

６．自ら産業廃棄物を運搬搬出する以外は委託契約書の写しを提出すること。

７．協議について

　建設工事発注後に明らかになったやむを得ない事業により、上記の指定や条件によりがたい場合は、速やかに発注者に報告し、

協議すること。

設 計 運 搬 距 離                                                                               

受 入 時 間                                                                               

設 計 受 入 費 用                                                                               

備 考                                                                               



8.工事実績情報システム（コリンズ）の登録に関する特記仕様書

　受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・
完成・訂正時に工事実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督員にメール送信し、監督員の確認を受けたうえ、受注時
は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時
は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。 

　登録対象は、工事請負代金額500万円以上(単価契約の場合は契約総額)の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとす
る。 

　なお、変更時と工事完成時の間が10日間（土曜日、日曜日、祝日等を除く）に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できる。
　ただし、これらの提出書類を書面で行うことを妨げない。 

※工事完成日は検査が工期内であれば検査日、工期以降であれば履行日が完成日になる（工期末日～検査日に担当技術者を拘束しない）ことに留
意する。

※当初請負金額が500万円未満であるために未登録となっていた工事が契約変更により500万円以上になった場合には、その時より登録するものとす
る。



9.安全・訓練等の実施に関する特記仕様書

1.安全・訓練等の実施
　本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、工事着手後原則として作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間を割り当て、下
記の項目から実施内容を選択し、現場に即した安全・訓練等を実施するものとする。
　なお、作業員全員の参加が困難な場合は、複数回に分けて実施することも可とする。

① 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
② 当該工事内容等の周知徹底
③ 工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底
④ 当該工事における災害対策訓練
⑤ 当該工事現場で予想される事故対策
⑥ その他、安全・訓練等として必要な事項

2. 安全・訓練等に関する施工計画書の作成(工事請負額が500万円未満の工事は、施工計画書の作成を省略できるものとする。)
　施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督員に提出するものとする。

3. 安全・訓練等の実施状況報告
　安全・訓練等の実施状況をビデオ・写真等又は工事報告（工事月報）に記録した資料を整備及び保管する。
　　また、監督員から請求があった場合は保管している資料を直ちに提示するものとする。

4.事故報告
　工事の施工中に事故が発生した場合、速やかに「事故速報」を監督員に提出するものとする。
　速報後は、事実確認を進めるとともに、「事故発生報告書」を監督員に提出するものとする。なお、当該事故の原因に即した具体的な再発防止策を記
載した「事故防止対策書」のほか、必要な書類を添付するものとする。



10.建設業退職金共済制度に関する特記仕様書

　魚沼市が発注した建設工事にあたっては、建設労働者の福利厚生の増進を図り建設産業の健全な発展に資するため、建設業退職金共済制度の対
象となる現場労働者について、適切な対応を図れるよう下記について実施すること。

1.受注者は、建設業退職金共済制度に加入するよう努め、建設業退職金共済紙購入状況報告書を工事完成時に監督員に提出すること。

2.受注者は、工事現場又は現場事務所の見やすい場所に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識」（シール）の掲示を行うこと。

3.受注者（下請契約を締結したときは、下請負業者を含む。）が、退職金支給制度（中小企業退職金共済等の加入を含む。）を有し、建設業退職金共済
制度の対象となる現場労働者を使用しないで施工するときは、その旨を書面により提出すること。

4.下請負業者への加入促進と、制度の普及について配慮すること。



1. 有価物は引取り業者へ持ち込み、引取り業者との間で有価物売払い金清算を完了すること。

2.
引取り業者から計量伝票と仕入伝票を受け取り、有価物処理がすべて完了した後、発注者へまとめて提出すること。

3. 有価物売払い金の納入方法は、市が発行する納入通知書により請負者が納入すること。

11.有価物（金属くず）に関する特記仕様書

記

　当該工事の金属くずが有価物になる場合は、下記のとおり取り扱うこと。なお、有価物にならない場合は、産業廃棄物として
取り扱うこと。



16 その他 工事独自の特記仕様書

通報装置更新工事特記仕様書

１．適 用

福山処理場通報装置更新工事について、建設工事特記仕様書のほか、この仕様書による

ものとする。

２．工事番号

下工単R5-37

３．工事件名

福山処理場通報装置更新工事

４．工事場所

魚沼市 福山新田 地内

５．機器の構成

(１)シーケンサー １台

(２)通信端末機 １台

(３)通信アンテナ ２個

(４)無停電電源装置 １台

６．機器の仕様

別紙「電気設備仕様書」のとおり

７．遠方監視システムの仕様

別紙「魚沼市排水処理施設遠方監視システム仕様書」のとおり

８．機器の承認

着手前に現地にて既設設備の確認を行い、施工計画書・納入機器仕様書を提出して監

名 称 所 在 地 付 記

福 山 処 理 場 福山新田 地内 集排福山処理区



督員の承認を得ること。

９．主な作業内容

①制御盤等から警報発報に必要な信号の取り出し

②新設機器の設置

③新設遠方監視装置、受信装置の機器設定、調整

④新設遠方監視装置と受信装置間の通信試験、調整

・作業前、作業中の対応として事前に関係機器との関連を十分調査し、適切な計画を策

定すること。現地作業時には下水道施設維持管理業務を行う業者を立ち会わせること

を原則とし、作業完了後の状態確認を受けること（機器の取扱い説明含む）。

10．既設機器の取扱い

機器更新に伴い撤去した既設機器については現場監督員が確認し、必要と判断した機器

は監督員が指定する場所に運搬し、処分が必要と判断した機器は監督員と協議を行い、適

正に処分を行うこと。

11．保証期間

①機器の保証期間は規定による引渡しを受けた日から1年間とする。

②保証期間内に製作者の設計製作の不備に起因する故障又は事故が生じた場合は、製作

者の責任において直ちに修理又は取替を行うこと。

12．そ の 他

本仕様書に定めない事項又は疑義が生じた場合は、監督員と協議を行い、これ

に従うこと。



電気設備仕様書

名 称 シーケンサー 整理番号 数量 1 台

準 拠 規 格 日本下水道事業団「電気設備工事一般仕様書・同標準図」及びＪＩＳ等関連規格

仕 様 入力：ﾃﾞｼﾞﾀﾙ・ﾊﾟﾙｽ88点、ｱﾅﾛｸﾞ8点　…三菱電機Qｼﾘｰｽﾞ相当品

構 成
電源装置
×1

入力：AV100～240V　50Hz/60Hz
出力：DC5V 3A/DC24V 0.6A　…Q62P相当

CPU
×1

入出力点数：4096点
入出力デバイス点数：8192点
プログラム容量：30K ステップ
基本命令処理速度(LD X0)：20ns
プログラムメモリ容量：120K バイト
マルチCPU 間高速通信可
周辺機器接続ポート：USB,Ethernet,
メモリカード(8MB)Q3MEM-8MBS-SET …Q03UDECPU相当

ベース
×1

外形寸法 245(W)・44.1(D)・98(H)程度
入出力ユニット：5スロット
適用電源ユニット：Qシリーズ電源ユニット
適用ユニット：Qシリーズユニット　…Q35B相当

入力装置
×1

DC:64点 DC24V 4mA
応答時間:1／5／10／20／70ms
32点1コモン プラスコモンタイプ
40ピンコネクタ×2　…QX42相当

ｱﾅﾛｸﾞ入力
×2

8チャンネル
入力：DC-10～+10V，DC0～20mA
出力（分解能）：-4096～+4095,-12288～+12287,-16384～+16383
サンプリング周期：10ms/チャンネル
外部配線:40ピンコネクタ　…Q68AD-G相当

接点端子台
×2

外形寸法 120(W)・78.5(D)・52(H)程度
重量:約400g、点数:32 点(ﾌﾟﾗｽｺﾓﾝﾀｲﾌﾟ)
定格:DC24V、外部配線接続:ﾈｼﾞ端子台　…A6TBXY36相当

ｱﾅﾛｸﾞ端子台
×2

外形寸法 191(W)・44.7(D)・47(H)程度
重量:約240g、接続ﾕﾆｯﾄ:Q68AD-G　…FA-LTB40ADGN相当

接点ｹｰﾌﾞﾙ
×2

ｹｰﾌﾞﾙ長 1.0ｍ程度
…AC10TB相当

ｱﾅﾛｸﾞｹｰﾌﾞﾙ
×2

ｹｰﾌﾞﾙ長 0.5ｍ程度
…FA-CBL05Q68ADGN相当

使 用 条 件 使 用 目 的 汚水処理場の状態監視

使 用 条 件 電気設備 設 置 場 所 □屋外 ■屋内

参 考 図 □有 ■無

製作者指定
登 録 等

□有 ■無

工 場 検 査 ■社内 □立合い □公的機関

制 約 事 項 □有 ■特になし

備 考 参考機種：三菱電機㈱ MELSEC-Qｼﾘｰｽﾞ

適 用 箇 所 下工単R5-37　福山処理場通報装置更新工事



電気設備仕様書

名 称 通信端末機 整理番号 数量 1 台

準 拠 規 格 日本下水道事業団「電気設備工事一般仕様書・同標準図」及びＪＩＳ等関連規格

仕 様
内 臓
モジュール

LTEユビキタスモジュール

通 信
インターフェイス UARTシリアルインターフェイス

通 信 方 式 パケット通信

通 信 速 度 上り：最大 37.5Mbps  下り：最大 112.5Mbps

無線周波数 LTE:2GHz/800MHz帯

電 源 電 圧 DC5V±5%（推奨+5V）

付 属 品

使 用 条 件 使 用 目 的 汚水処理場の状態監視

使 用 条 件 電気設備 設 置 場 所 □屋外 ■屋内

参 考 図 □有 ■無

製作者指定
登 録 等

□有 ■無

工 場 検 査 ■社内 □立合い □公的機関

制 約 事 項 □有 ■特になし

備 考 参考機種：iND　L2X Assist

適 用 箇 所 下工単R5-37　福山処理場通報装置更新工事



電気設備仕様書

名 称 通信アンテナ 整理番号 数量 2 個

準 拠 規 格 日本下水道事業団「電気設備工事一般仕様書・同標準図」及びＪＩＳ等関連規格

仕 様 使用周波数 2GHz/800MHz帯

偏 波 面 垂直偏波

水平面内指
向 性

無指向性

個 数 1箇所あたり1個

付 属 品

使 用 条 件 使 用 目 的 汚水処理場の状態監視

使 用 条 件 電気設備 設 置 場 所 □屋外 ■屋内

参 考 図 □有 ■無

製作者指定
登 録 等

□有 ■無

工 場 検 査 ■社内 □立合い □公的機関

制 約 事 項 □有 ■特になし

備 考 参考機種：NTTドコモ　ルーフトップアンテナ02

適 用 箇 所 下工単R5-37　福山処理場通報装置更新工事



電気設備仕様書

名 称 無停電電源装置 整理番号 数量 1 台

準 拠 規 格 日本下水道事業団「電気設備工事一般仕様書・同標準図」及びＪＩＳ等関連規格

仕 様 運 転 方 式 常時商用

定格入力電圧 AC100V

定 格 入 力
周 波 数

50/60(自動検出)

入 力 相 数 単相

定格出力電圧 AC100V

定 格 出 力
周 波 数

50/60Hz

最 大 出 力
容 量 (W)

300W

最 大 出 力
容 量 (VA)

500VA

バックアップ
時 間

3分

バ ッ テ リ 動 作 時
出 力 電 圧 100V

付 属 品

使 用 条 件 使 用 目 的 汚水処理場の状態監視

使 用 条 件 電気設備 設 置 場 所 □屋外 ■屋内

参 考 図 □有 ■無

製作者指定
登 録 等

□有 ■無

工 場 検 査 ■社内 □立合い □公的機関

制 約 事 項 □有 ■特になし

備 考 参考機種：APC BG500-JPEW

適 用 箇 所 下工単R5-37　福山処理場通報装置更新工事
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